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規

則

■群
馬
県
青
少
年
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
一
号

群
馬
県
青
少
年
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
青
少
年
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬
県
規
則

第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

削
除

別
表
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
削
る
。

及
び

附
属

設
備

別
記
様
式
第
三
号
中

「

附
属

設
備

甲
類

一
日

乙
類

一
日

２
減

免
基

準

」

を「

２
減
免

基
準

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
中
「

」
を
削
る
。

及
び
附

属
設

備

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
青
少
年
会
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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告 示■

◎群馬県告示第１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年１月１０日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の日時道路の
種 類

県道 綿貫篠塚線 高崎市綿貫町字堤７８４番の１地先から同市同字同７６ 令和２年１月１０日
６番の１地先まで 午後５時

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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